
参考　表－１ 現状の水害リスク情報や取り組み状況の共有

①洪水時の情報発信に関する事項

項目 国 鹿児島地方気象台 鹿児島県 鹿屋市 肝付町 東串良町

洪水時における
河川管理者から
の情報提供等の
内容及びタイミン
グ

・洪水予報指定河川において
は、避難勧告の発令判断の目安
となる氾濫危険情報の発表等の
洪水予報を気象台と共同で実施
している。
・水位周知河川においては、避
難勧告の発令判断の目安となる
氾濫危険情報の発表等の水位
周知を実施している。
・災害発生のおそれがある場合
は、事務所長から各市町に情報
伝達（ホットライン）をしている。

・河川管理者と合同で洪水予報
を発表している。
・警報・注意報を発表している。
（警戒期間、注意期間、ピーク時
間帯、最大雨量等の予測値を記
述）

・河川管理者と気象台が合同で
洪水予報を発表しており、自治
体、警察、消防等関係機関への
連絡を行い住民への周知を行っ
ている。（肝属川水系は該当河
川なし）

○大隅河川国道事務所と鹿児島地
方気象台は避難勧告の発令判断
の目安となる氾濫危険情報の発表
等について洪水予報を共同で発表
している。
○大隅河川国道事務所は災害発
生のおそれがある場合は事務所長
から各市町の首長に対して情報伝
達（ホットライン）を実施している。

●水位情報等の防災情報の意味や
その情報に対して必要な対応が住
民には十分認知されていないことが
懸念される。

B

関係機関職員の
防災人員につい
て

・限られた職員で防災業務に従
事する必要がある。

・限られた職員で防災業務に従
事する必要がある。

・限られた職員で防災業務に従
事する必要がある。

・少ない防災担当職員で、市町
村合併に伴う広い地域を管理す
る必要がある。
・少ない防災担当職員で土砂災
害等の災害対応を実施する必要
がある。

・少ない防災担当職員で、市町村
合併に伴う広い地域を管理する必
要がある。
・少ない防災担当職員で土砂災害
等の災害対応を実施する必要が
ある。

・少ない防災担当職員で、広い
地域を管理する必要がある。
・少ない防災担当職員で土砂災
害等の災害対応を実施する必要
がある。

○近年大規模な洪水被害が発生し
ておらず大規模な水害対応経験が
少ない。
○限られた防災担当職員で、広い
行政区域を管理し、土砂災害等の
災害対応もあわせて実施している。

●急激な水位上昇に対して迅速・適
切な情報発信に十分な対応がとれ
ないおそれがある。
●大規模な洪水被害に対し、十分な
対応ができないおそれがある。

C

避難勧告等の発
令

・各市町と避難勧告に着目した
防災行動計画（タイムライン）を作
成している。

・河川管理者と合同で洪水予報
を発表している。
・警報・注意報を発表している。
（警戒期間、注意期間、ピーク時
間帯、最大雨量等の予測値を記
述）

・地域防災計画に具体的な避難
勧告の発令基準を明記している
が、対象地域は明記していな
い。
・近年は洪水による避難勧告を
発令した回数が少ない。
・避難勧告の発令等に着目した
タイムラインを作成している。

・地域防災計画に具体的な避難勧
告の発令基準を明記しているが、
対象地域は明記していない。
・近年は洪水による避難勧告を発
令した回数が少ない。
・避難勧告の発令等に着目したタ
イムラインを作成している。

・避難勧告等の発令に関する基
準を定め、地域防災計画に具体
的な避難勧告の発令基準を明記
してあり、対象地域も明記してい
る。
・近年は洪水による避難勧告を
発令した回数が少ない。
・避難勧告の発令等に着目した
タイムラインを作成している。

○各市町と避難勧告の発令等に着
目したタイムラインを作成している。
○首長を対象としたトップセミナーを
開催して河川水位と避難勧告等の
発令のタイミングを確認している
○各市町は、避難勧告等の発令基
準を地域防災計画に記載している。
○各市町は、近年洪水による避難
勧告等を発令した実績が少ない。
○大隅河川国道事務所と鹿児島地
方気象台が共同で避難勧告等の発
令の参考となる洪水予報の発表や
ホットラインを実施している。

●避難情報等の意味が住民に十分
伝わっていないおそれがある。
●洪水による避難勧告等の発令実
績が少なく、空振りの避難勧告等が
多発した場合に信憑性が薄れて避
難率の低下が懸念される。
●住民の確実な避難行動につなが
るような避難勧告等の発令になって
いるか検証が必要である。
●適切な内容が反映されたタイムラ
インとなっているか、実洪水や訓練を
踏まえた検証が必要である。

D

ライブ映像の提
供

・ホームページで河川カメラの静
止画像を提供している。
・各市町に光ファイバーを利用し
て河川カメラの動画を提供してい
る。
・ＮＨＫに河川カメラの動画を提
供している。

○大隅河川国道事務所では、ホー
ムページで河川カメラの画像を提供
している。
○各市町に光ファイバーを利用して
河川カメラの映像を提供している。
○洪水の緊迫感を伝えるため、河
川カメラの映像をＮＨＫに提供してい
る。

●河川カメラの映像において、民法
放送局と映像提供に関する枠組み
が整備されていない。 E

肝属川における
地形特性につい
て

○上流部に標高１，０００mを越える
急峻な山地があり河床勾配が急な
ため、河川の水位上昇が急激であ
る。

●急激な水位上昇に対する、迅速・
適切な情報収集・発信がとれないお
それがある。

F

資料－５

現状と課題

A

●大雨・暴風により防災行政無線が
聞こえづらいおそれがある。
●WEB等により各種情報を提供して
いるが、住民自らが情報を入手する
までに至っていないおそれがある。
●インターネットの整備を行っていな
い方や携帯電話を持っていない方に
避難情報が伝わっていないおそれ
がある。
●避難情報等の意味が住民に十分
に伝わっていないおそれがある。

住民等への情報
伝達の体制や方
法

・河川水位、洪水予報、ライブ映
像等の情報やWEBや報道機関を
通じて伝達している。

・気象情報等を、自治体や報道
機関を通じて住民等へ伝達して
いる。

・「鹿児島県河川砂防情報シス
テム」により雨量・河川水位・ダ
ム諸量、河川状況映像等の情報
提供を行っている。（肝属川水系
では雨量局のみ）
・スマートフォンに対しても，きめ
細かな防災情報についてH27年
４月から提供開始。

・避難情報等について、①携帯
会社のエリアメール、②防災行
政無線及び戸別受信機（概ねの
世帯）、③水防団（消防団）車
両、④市HPを通じて情報提供を
行っている。
・また、コミュニティＦＭ（河川協
力団体）を活用したスマートフォ
ン用アプリでも情報提供を行って
いる。

・避難情報等について、①携帯会
社のエリアメール、②防災行政無
線及び戸別受信機（全世帯）、③
水防団（消防団）車両、③町HPを
通じて情報提供を行っている。

・避難情報等について、①携帯
会社のエリアメール、②防災行
政無線及び戸別受信機（全世
帯）、③水防団（消防団）車両を
通じて情報提供を行っている。

○各市町において、避難情報等を
緊急速報メール、防災行政無線、
水防団（消防団）車両等で住民に周
知している。
○鹿屋市では、避難情報等をコミュ
ニティＦＭを活用したスマートフォン
用アプリで住民に周知している。
○大隅河川国道事務所と鹿児島地
方気象台が共同で洪水予報等を発
表している。
○大隅河川国道事務所では基準水
位観測所等の河川水位、カメラ画像
をホームページやテレビのデータ放
送で周知している。
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①洪水時の情報発信に関する事項

項目 国 鹿児島地方気象台 鹿児島県 鹿屋市 肝付町 東串良町

●各市町の一部の避難所が施設計
画規模の降雨による洪水浸水想定
区域内にあり避難に支障をきたすお
それがある。
●各市町では施設計画規模の降雨
に対して、一部の地区でしか避難所
までの避難経路の選定を行っていな
いため住民の安全かつ迅速な避難
が確保出来ていないおそれがある。

G

●各市町では想定し得る最大規模
の降雨に対して、避難所と避難経路
の再検討が必要である。 H

②地域住民の防災意識に関する事項

項目 国 鹿児島地方気象台 鹿児島県 鹿屋市 肝付町 東串良町

自主防災組織に
ついて

・全ての地区で自主防災組織が
組織されている。

・約９割の地区で自主防災組織が
組織されている。

・約７割の地区で自主防災組織
が組織されている。

○各市町では、約７割以上で自主
防災組織が組織されている。

●自主防災組織が組織されていな
い地区がある。
●自主防災組織が組織されている
が、近年大きな災害を受けていない
ため、活動も低下し、災害時に正しく
機能しないおそれがある。
●自主防災組織を支えるバックアッ
プ体制が十分に機能していないおそ
れがある。

Ｊ

地域住民の危機
意識について

○近年大規模な洪水被害をうけ
ていない。

○近年大規模な洪水被害をうけて
いない。

○近年大規模な洪水被害をうけ
ていない。

○近年大規模な洪水被害をうけて
いない。

●災害に対するリスクの共有、周知
が十分なされていないおそれがあ
る。
●近年大きな災害をうけていないた
め、住民の防災意識が低く、自らリ
スクを察知せず、避難行動をとらな
いおそれがある。
●災害経験者の高齢化により、水害
の歴史や防災技術の伝承ができ
ず、地域の防災力の低下が懸念さ
れる。

Ｋ

現状と課題

●想定し得る最大規模の降雨を対
象とした洪水浸水想定区域図が未
公表である。
●各市町は、想定し得る最大規模
の降雨を対象とした洪水ハザード
マップとなっていない。

Ｉ

現状と課題

・施設計画規模の降雨を対象とし
たハザードマップを作成し、町ホー
ムページで周知している。
・想定し得る最大規模の降雨を対
象としたハザードマップを作成して
いない。

・施設計画規模の降雨を対象と
したハザードマップを作成し、町
ホームページで周知している。
・想定し得る最大規模の降雨を
対象としたハザードマップを作成
していない。

○各市町は、計画規模の降雨によ
る洪水浸水想定区域図を基に洪水
ハザードマップの作成、配布を行っ
ている。
○大隅河川国道事務所では、肝属
川における計画規模の降雨による
洪水浸水想定区域図をホームペー
ジ等で公表している。

想定される浸水
リスクの周知

・施設計画規模の降雨を対象と
した洪水浸水想定区域図を作成
し公表する等、市町が作成する
ハザードマップの作成支援を実
施している。
・想定し得る最大規模の降雨を
対象とした洪水浸水想定区域図
を作成していない。

・施設計画規模の降雨を対象と
したハザードマップを作成し、市
ホームページで周知している。
・想定し得る最大規模の降雨を
対象としたハザードマップを作成
していない。

・緊急避難場所・避難所は指定し
ており、施設計画規模の洪水に対
する防災マップにより周知してい
る。
・施設計画規模の洪水に対する浸
水想定区域内に一部の避難所が
ある。
・一部の地区でマイハザードマッ
プ、地区防災計画を策定し、住民
の避難所までの避難経路の検討
を行っている。

・緊急避難場所・避難所は指定
しており、施設計画規模の洪水
に対する防災マップにより周知し
ている。
・施設計画規模の洪水に対する
浸水想定区域内に一部の避難
所がある。
・一部の地区でマイハザードマッ
プを作成し、住民の避難所まで
の避難道路の検討を行ってい
る。

○各市町は、緊急避難所を指定し、
ハザードマップに記載しマップの配
布を行っており、また一部の地区で
マイハザードマップを作成し、避難
経路の選定を行っている。
○肝付町においては、一部の地区
で地区防災計画を作成し、避難経
路の検討を行っている

避難場所・避難
経路

・県の洪水予報河川等について
は浸水想定区域、基準水位観測
所の水位設定の見直しを行って
いる。また、自治体のハザード
マップ作成を支援している。（肝
属川水系は該当河川なし）

・緊急避難場所・避難所を指定し
ており、施設計画規模の洪水に
対する防災マップ等により周知し
ている。
・施設計画規模の洪水に対する
浸水想定区域内に一部の避難
所がある。
・一部の地区でマイハザードマッ
プを作成し、住民の避難所まで
の避難道路の検討を行ってい
る。
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③水防活動及びハード対策に関する事項

項目 国 鹿児島地方気象台 鹿児島県 鹿屋市 肝付町 東串良町

河川水位等に係
わる情報提供

・国土交通省が基準観測所の水
位により水防警報を発表してい
る。
・災害発生のおそれがある場合
は、事務所長から各市町に情報
伝達（ホットライン）をしている。
・河川水位、洪水予報、ライブ映
像等の情報をWEBや報道機関を
通じて伝達している。

・鹿児島県河川砂防情報システ
ムにより雨量、水位等の情報に
ついてリアルタイムにて提供。
（肝属川水系では雨量局のみ）
・スマートフォンに対しても、きめ
細かな防災情報についてH27年
４月から提供開始。

・河川水位の上昇が予想される
ときは市内河川に設置された水
位観測地点を関係機関と連携
し、観測サイトにて情報収集をす
る。
・河川を管轄する水防団（消防
団）については、市と団本部が
連絡を取り情報提供を行ってい
る。

・河川水位の上昇が予想されると
きは市内河川に設置された水位観
測地点を関係機関と連携し、観測
サイトにて情報収集をする。
・河川を管轄する水防団（消防団）
については、町と各水防団（消防
団）が連絡を取り情報提供を行って
いる。

・河川水位の上昇が予想される
ときは市内河川に設置された水
位観測地点を関係機関と連携
し、観測サイトにて情報収集をす
る。
・河川を管轄する水防団（消防
団）については、町と各水防団
（消防団）が連絡を取り情報提供
を行っている。

○各市町は河川を管轄する水防団
（消防団）に水位情報の提供を行っ
ている。
○大隅河川国道事務所では直轄河
川における基準水位観測所の水位
により「水防警報」を発令している。
○大隅河川国道事務所では直轄河
川における基準水位観測所等のカ
メラ画像をホームページで発信して
いる。

●基準地点等の河川水位情報は提
供しているが、洪水時に対してリスク
の高い箇所等きめ細やかな情報が
十分に伝わっておらず、共有されて
いないおそれがある。

Ｌ

河川巡視につい
て

・出水期前に、自治体、水防団
（消防団）等と重要水防箇所の
合同巡視を実施をしている。
・出水時には、災害協定業者に
よる河川巡視を実施。
・河川巡視等で堤防の変上を発
見した場合は、事務所長から各
市町に情報伝達（ホットライン）を
している。

・肝属川の指定区間について
は，肝属川本川や境川，塩入川
等左右岸約８０ｋｍの築堤部等を
年２回堤防点検を行うこととして
いる。

・水防団（消防団）のうち、河川を
管轄する分団は出動指令を受け
て巡視、詰所待機を実施してい
る。

平常時は毎年行われている肝属
川重要水防箇所合同巡視に参加
している。
出水時は各水防団員の受持ち水
門等の周辺については目視による
巡視を行っている。

各水防団の受け持ち区間があ
り、出動命令を受けて巡視を実
施する

○各市町は、水防警報の発令を基
に水防団（消防団）へ連絡を行い巡
視等を行っている。
○大隅河川国道事務所と災害協定
を締結している建設業者が出水時
に巡視を行っている。
○大隅河川国道事務所で実施する
河川巡視等で堤防の変状等を発見
した場合は、各市町に情報提供し
ている。

●河川巡視等で得られた情報につ
いて、情報共有が十分に出来ていな
いおそれがある。

Ｍ

水防団（消防団）
について

・女性団員の確保等水防行動の
後方支援を行っている。
・高齢化が進んでいる分団があ
る。

・水防団（消防団）員数が規定の人
数に達していない分団がある。
・高齢化が進んでいる分団があ
る。

・女性団員の確保等水防行動の
後方支援を行っている。
・水防団（消防団）員数が規定の
人数に達していない分団があ
る。

○女性団員の確保等水防行動の
後方支援を行い、組織の内容の充
実を図っている。
○水防団（消防団）員数が規定の
人数に達していない分団がある。
○高齢化が進んでいる分団があ
る。

●近年大きな災害を受けていないこ
とから、災害時に迅速な水防工法が
実施できないおそれがある。
●規定の人数に達していない分団
や高齢化が進んでいることから、水
防団（消防団）の確保が困難になっ
てきている。
●水防団（消防団）だけでは対応し
きれない状況が発生することが想定
される。

Ｎ

避難誘導体制
事前に避難誘導が必要な方の
把握を行い、水防団（消防団）に
より避難誘導に努めている。

事前に避難誘導が必要な方の把
握を行い、各地区毎に誘導責任者
を定めて、水防団（消防団）と連携
して避難誘導に努めている。

事前に避難誘導が必要な方の
把握を行い、職員・水防団（消防
団）・自主防災組織が連携し、避
難誘導に努めている。

○各市町とも事前に避難誘導が必
要な方の把握を行い、水防団（消防
団）等により避難誘導に努めてい
る。

●近年大きな災害を受けていないた
め、災害時にスムーズな避難誘導が
出来るか、懸念がある。
●要配慮者等の避難支援や避難誘
導体制が十分に機能していないお
それがある。

Ｏ

水防資機材の整
備状況

・事務所、出張所、水防倉庫、防
災ステーションや堤防測帯等の
水防資機材を備蓄している。
・合同巡視等で防災担当者等と
備蓄状況を確認している。

・大隅地域振興局庁舎に土嚢や
杭木等水防資機材を備蓄してい
る。

・地区毎に水防倉庫を設置し、資
機材を確保している。
・年１回資機材の確認を行ってい
る。

・地区毎に水防倉庫を設置し、資
機材を確保している。
・年１回資機材の確認を行ってい
る。

・各消防団詰所に水防倉庫を設
置し、資機材を確保している。
・年１回資機材の確認を行ってい
る。

○土のう等の水防資材を水防倉庫
に備蓄し、防災関係機関と情報共
有している。
○不足する資機材は業者と協定を
締結し資材の提供を受ける体制を
整えている。

●水防資機材において、各水防団
（消防団）間や河川管理者との備蓄
情報の共有が十分ではなく、適切な
水防活動に懸念がある。

Ｐ

庁舎、災害拠点
病院等の水害時
における対応

・大隅河川国道事務所・高山出
張所は施設計画規模の降雨を
対象とした洪水浸水想定区域図
において、浸水が想定される区
域内に位置している。
・浸水対策として、大隅河川国道
事務所は、防水版を整備済みで
ある。高山出張所は執務室が2F
のため業務への影響はない。

・大隅地域振興局は、施設計画
規模の降雨を対象とした洪水浸
水想定区域図では、浸水対象区
域外である。

・鹿屋市庁舎及び吾平総合支所
は施設計画規模の降雨を対象と
した洪水浸水想定区域図では、
浸水対象外である。
・鹿屋市串良総合支所が施設計
画規模の降雨を対象とした洪水
浸水想定区域図において、浸水
が想定される区域内に位置して
いる。

・庁舎が施設計画規模の降雨を対
象とした洪水浸水想定区域図にお
いて、浸水が想定される区域内に
位置している。

・施設計画規模の降雨を対象と
した洪水浸水想定区域図では、
浸水対象外である。

○鹿屋市串良総合支所及び肝付
町役場は計画規模の降雨による浸
水想定区域内にある。
○大隅河川国道事務所や高山出
張所は計画規模の降雨による浸水
想定区域内にあるため、浸水対策
を実施している。

●施設規模の降雨や想定し得る最
大規模の降雨の浸水に対して浸水
対策等が十分に検討されていない。

Ｑ

排水施設、排水
資機材の操作・
運用

・災害時、国より排水ポンプ車を
派遣し、排水活動を支援してい
る。

・浸水が予想される地区に、事
前に排水ポンプを設置している。

H28にエンジンポンプ（φ150）を1
基購入予定。今後は必要に応じて
順次整備予定。

・浸水が予想される地区に、事
前に排水ポンプを設置している。

○各市町において、可搬式小型ポ
ンプを浸水箇所に派遣し対応してい
る。
○大隅河川国道事務所では、配置
計画に基づき排水ポンプ車を派遣し
排水活動を支援している。

●現状の配置計画では、想定し得る
最大規模の降雨を対象とした大規模
浸水に対し、確実な住民避難や早
期の社会機能回復に十分対応でき
ないおそれがある。

Ｒ

●本川上流部及び支川の一部で流
下能力が不足している区間があり、
洪水により氾濫が発生した場合は甚
大な被害が発生するおそれがある。

Ｓ

●堤防の多くが流水の侵食等を受
けやすいシラスで築造されており、
堤防の質的な安全性が低く、堤防決
壊等の甚大な被害が生じるおそれ
がある。

Ｔ

●堤防天端幅が狭い箇所があり、
円滑な水防活動に支障が生じるお
それがある。

Ｕ

●昭和３０年代～５０年代にかけて
施工された構造物が多く、老朽化が
懸念される。

Ｖ

現状と課題

○鹿児島県においては、「肝属川
水系河川整備計画【甫木川鹿児島
県知事管理区間】」等に基づき、甫
木川、塩入川で築堤及び河道掘削
工事等を実施している。
○大隅河川国道事務所において
は、「肝属川水系河川整備計画【国
管理区間】」に基づき、河道掘削及
びシラス堤対策工事等を実施してい
る。
○中下流部は堤内地が浸水しやす
いため、堤防天端は水防活動や災
害対応の重要な進入路となってい
る。
○多くの河川管理施設（樋管等）が
あり定期的に点検・整備を行ってい
る。

堤防等河川管理
施設の現状の整
備状況及び今後
の整備内容

・「肝属川水系河川整備計画【国
管理区間】」に基づき、河道掘削
及びシラス堤対策工事等を実施
している。

・「肝属川水系河川整備計画【甫
木川 鹿児島県知事管理区間】」
等に基づき、甫木川、塩入川に
おいて築堤及び河道掘削工事
等を実施している。
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